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和解案に対する回答書 

 
前略 貴殿より頂戴した令２年４月６日付の「合意書」について，以下の通り回答を致しま

す。 
 
１ 貴殿より頂戴した和解案につき各組合員に確認したところ、①当組合は、組合員加入

通知書の段階から所在地等の連絡先について全て記載していたにも拘わらず、済生会は

全く根拠なく、名称も住所も異なる首都圏青年ユニオンに連絡をする可能性を示唆し、各

組合員に対してその個人情報が流出するかのような恐怖を覚えさせ、解決を遅らせよう

としたこと、②済生会より、各組合員がどのようなパワハラ等にあったのか、何を問題視

したのか、という要求がなされたため、各組合員が集まり、時間のない中で、書面をまと

めたところ、同一内容の主張になっていることのみをもって、事実とは認められない、と

いう短絡的で何ら根拠のない回答を行ったこと、③団体交渉の要求に対して貴法人側か

ら誠意ある対応がなされてこなかったこと等から、現時点での和解には感情的に応じが

たいという気持ちもあるところではございます。もっとも、貴殿との交渉が長期化する中

で、各組合員においても早期に解決したいとの思いもあることから、解決金が一人１００

万円であれば和解に応じる準備があります。  
２ ただし、貴社が上記提案を受けられない場合には，当組合としては、これまでの上記の



ような不誠実な対応を受けていることから、本件について誠実な交渉を以て解決するに

は、東京都労働委員会による済生会の不誠実団交による不当労働行為を認定してもらう

ことも検討しているところです。 
少なくとも、当組合としては貴殿の団体交渉に対する不誠実な対応を打破し、組合員の

利益を保護するために最大限の活動を行っていく所存です。具体的には貴法人で過去に

勤務した労働者について、インターネット等を通じて、大々的に退職者を募り、過去の事

実の確認や同様の権利侵害を受けている方がいないか事情を確認していく予定です。 
 

３ 当組合といたしましては、迅速な組合員の権利回復のため、和解ができなかった場合で

も、以後、互いに誠実で建設的な団体交渉が実現していくことを切に願っております。も

っとも、本件のこれまでの貴法人の言動については、既に多くの組合員から批判が集まっ

ているところであり、一部組合員からは WEB での団体交渉も開催して参加させてもら

いたい旨の要望が来ております。この点、団体交渉について、法律上は、人数を制限でき

る根拠はなく、WEBでの団体交渉であれば、場所的な問題から人数に制限をかける必要

はないため、和解が不成立となった場合には、WEBでの団体交渉に応じて頂きますよう、

よろしくお願いいたします。 
以上 

 




